
貝塚市公告第 28号 

子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 54 条の２第１項の規定により確認した特定乳児

等通園支援事業者を、同法第 54条の３において準用する同法第 53条第１号の規定により、次のとおり

定める。 

  令和８年３月９日 

貝塚市長 牛尾 治朗    

 

 

設置者名 事業所の名称 事業所の所在地 確認年月日 事業の種類 

貝塚市 
貝塚市立 
津田認定こども園 

貝塚市津田南町 
１０－１ 

令和８年３月６日 
一般型乳児等通園
支援事業 

社会福祉法人 
貝塚中央福祉会 

はぐくみステーション 
貝塚中央こども園 

貝塚市橋本 
１０６０－５ 

令和８年３月６日 
一般型乳児等通園
支援事業 

社会福祉法人 
貝塚中央福祉会 

はぐくみステーション 
まーぶるこども園 

貝塚市半田 
８２－１２ 

令和８年３月６日 
一般型乳児等通園
支援事業 

社会福祉法人 
貝塚中央福祉会 

はぐくみステーション 
東山こども園 

貝塚市東山 
７丁目６－１２ 

令和８年３月６日 
一般型乳児等通園
支援事業 

社会福祉法人 
千寿会 

認定こども園 
永寿台保育園 

貝塚市三ツ松 
２２３０－５ 

令和８年３月６日 
余裕活用型乳児等
通園支援事業 

社会福祉法人 
貝塚南保育園 

認定こども園 
貝塚南こども園 

貝塚市地藏堂 
２３８－１ 

令和８年３月６日 
余裕活用型乳児等
通園支援事業 

社会福祉法人 
七彩学舎 

認定こども園 
ピアニィ道教寺 

貝塚市麻生中 
６２６ 

令和８年３月６日 
余裕活用型乳児等
通園支援事業 

社会福祉法人 
泉州福祉会 

認定こども園 
ひさほ保育園 

貝塚市久保 
３丁目２－１２ 

令和８年３月６日 
余裕活用型乳児等
通園支援事業 


